
官公需適格組合とは

　

－

　

－「冨岡廓額「「 ８遁囲』
官公需の受注に対し、 十分責任を持って納入し、 経営基盤が整備されてし、る

組合であることを官公需適格組合制度に基づし、て国が証明してし、る組合です。
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北海道中小企業団体中央会
斗北海道官公需適格組合協議会 ２０１８年は北海道１５０年
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国の官公需施策体系
◎中小企業基本法（聯鵬年７月２０日制定）

中小企業の振興・支援として基本的な理念や方針を定めています。
この法律において、 官公需施策は、「中小企業の経営基盤強化策」 の１つとして位置づ
けられており、「国等からの受注機会の増大」 について定めています。（第２３条）

◎ 官 公 需 法 （昭和４１年６月３０日需碇）

　　　　　　　　　　　　　

※「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」

・官公需法は、国等が調達を行うに際し、中小企業の受注機会の増大に努力するよう定
めた法律です。

・国等の発注機関における中小企業者の受注機会の増大に向けた努力と組合等の活用を
定めています。 （第３条）

・毎年度、中小企業向け契約目標額を定めた「国等の契約の基本方針」 が閣議決定され
ています。各府省はこの基本方針に即して、それぞれの機関における 「契約の方針」
を作成することとなっております。 （第４条、第５条）

・地方公共団体も、国に準じた取組を行うよう努めることになっています。（第８条）

◎国等の契約の基本方針（毎年度、閣議決定）

国では、毎年度、中小企業者向けの契約目標額や受注機会増大のための措置
事項などを「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」として取りまと
め、 これを閣議決定し公表しています。

（国等の契約の基本方針の４つの事項）

第１．中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標の関する事項
第２．中小企業の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する

　　

基本的な事項

第３．新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項 ※下記参照

第４．前３号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し

※第３．新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項（■部抜粋）

　

事業協同組合等、官公需適格組合の受注の機会の増大

　

国等は、共同受注体制が整っていること等の要件を満たす組合で中小企業庁が証明した「官

　

公需適格組合」 の受注機会の増大に努めるものとする。

（官公需適格組合制度とは？）

　

官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制整備
されてることを中小企業庁（北海道の場合は北海道経済産業局）が証明する制度です。

◇官公需についてのお問い合わせ先
官公需総合相談センターまで

　

（北海道中小企業団体中央会内）


